意 見 提 出 用 紙
	◆「第３次岐阜市消費者教育推進計画（案）」に対する、みなさんのご意見をお寄せください。
　なお、パブリックコメントとして意見を提出する場合は、必ず氏名・住所をご記入ください。

（※岐阜市パブリックコメント手続実施要綱の規定による）

	氏　　名
(団体等の名称･代表者名)
	

	住　　所
(団体等の所在地)
	

	連　絡　先
（電話番号または
　　　　メールアドレス）
	※意見内容について確認が必要となる場合がありますので連絡先をご記入ください。

	意見者の区分
（該当するものに
チェック✔）
	□ 市内に住所を有する者
□ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

□ 市内に存する学校に在学する者

□ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

□ 本案件に利害関係を有するもの
↳具体的な利害関係（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※上記のいずれかの区分に該当する方のみ意見を提出することができます。
（岐阜市パブリックコメント手続実施要綱の規定による）

	【意見欄】
※特定の箇所についてのご意見は該当箇所のページ数、行数も併せてご記入ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


	◆あなたの年齢（年代）を教えてください。　※任意
　下記の該当するものにチェック✔してください。

	□ ～10代 　□ 20代　 □ 30代　 □ 40代 　□ 50代　 □ 60代 　□ 70代～

	◆この案件の意見募集について、何（どこ）で知りましたか？　※任意
　下記の該当するものにチェック✔してください。

	□　広報ぎふ　　　　　□　市ホームページ　　　　□　市公式Facebook、X、LINE
□　情報公開室      　□　コミュニティセンター　□　市民活動交流センター
□　市民相談・消費生活課窓口　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）


※この用紙に限らず、任意の用紙でも結構です。
※提出いただいたご意見以外に、個人情報が公表されることはありません。

ありがとうございました。１２月１０日（水）【必着】までにご提出ください。
●郵送の場合：〒500-8701　岐阜市司町４０番地１
岐阜市市民協働生活部市民相談・消費生活課
●ファクシミリの場合：058-214-2580(専用)
●Ｅメールの場合：soudan-shouhi@city.gifu.gifu.jp
●持参の場合：岐阜市役所本庁舎２階　市民協働生活部市民相談・消費生活課
（土・日曜日、祝日以外の午前８時４５分から午後５時３０分まで）
